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5 地域波及効果 

本町においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内(令和 13年度

までの 10年間)に、次のような町内外への波及効果が期待できます。 

 

5.1 経済波及効果 

本構想における事業化プロジェクトを実施した場合に想定される事業費がすべて地域

内で需要されると仮定して、「北海道経済波及効果分析ツール(道内全域)」(平成 27 年、

105部門)を用いて、経済波及効果を試算しました。その結果、本プロジェクトの計画期間

内(令和 13年度までの 10年間)において、直接効果・1次生産誘発効果・2次生産誘発波及

効果あわせて年間 19.74億円の経済波及効果が期待できます。 

 

 

表 5-1 北海道経済波及効果分析ツールによる経済波及効果(単位：億円) 

北海道内最終需要増加額 11.82 

項 目 生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 

直接効果 11.73 6.61 3.19 

1次生産誘発効果 4.86 2.73 1.25 

2次生産誘発効果 3.15 2.05 0.80 

合計 19.74 11.39 5.24 

 

※ 直接効果：需要の増加によって新たな生産活動が発生し、このうち北海道内の生産活動に影響を及ぼ

す額（＝北海道内最終需要増加額） 

※ 第１次間接波及効果（１次効果）：直接効果が波及することにより、生産活動に必要な財・サービス

が各産業から調達され、これらの財・サービスの生産に必要とな

る原材料等の生産が次々に誘発されることによる生産誘発額 

※ 第２次間接波及効果（２次効果）：生産活動（直接効果及び１次間接波及効果）によって雇用者所得

が誘発されることにより、さらにその一部が消費に回ることによ

って生産が誘発されることによる生産誘発額 

※ 総合効果 ：直接効果、１次間接波及効果及び２次間接波及効果の合計 

 

  

・本プロジェクトの計画期間内(令和 13年度までの 10年間)の経済波及効果は、年間約

20億円と見込まれます。 
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5.2 新規雇用創出効果 

本構想における事業化プロジェクトの実施により、期待される就業誘発を試算しました

(「北海道経済波及効果分析ツール(道内全域)」(平成 27年、105部門))。 

その結果、本プロジェクトの計画期間内(令和 13 年度までの 10 年間)において、農業、

建築業、電気・ガス・水道部門、商業における、直接効果として合計 132人の就業誘発が

期待できます。そのうち農業部門においては、家畜ふん尿収集業及び再生敷料販売業の発

生により、108人の就業誘発が期待できます。 

また、直接効果、1 次生産誘発効果及び 2 次生産誘発効果によって期待できる就業誘発

は、合計で 182人です。 

 

表 5-2 就業誘発人数及び雇用誘発人数(単位：人) 

 

出典：北海道経済波及効果分析ツール(道内全域、平成 27年、105部門)により作成 

※雇用者数は、就業者数から個人事業主及び無給家族従業者を除くもの。 

 

 

 

  

直接効果
1次生産

誘発効果

2次生産

誘発効果
合　計 直接効果

1次生産

誘発効果

2次生産

誘発効果
合　計

農　業
家畜ふん尿収集業

再生敷料販売業
108 2 1 111 90 1 0 91

製造業 0 3 1 4 0 3 2 5

建設業
バイオガスプラント建設業

維持管理業
19 0 0 19 17 0 0 17

電気・ガス・水道 バイオガス発電業 4 1 0 5 4 1 0 5

商　業 0 1 0 1 0 1 0 1

金融・保険・不動産 1 8 8 17 1 8 7 16

運輸・情報通信 0 4 2 6 0 4 2 6

サービス業 0 9 10 19 0 8 9 17

合　計 132 28 22 182 112 26 20 158

部門分類 事業名

就業誘発人数 左のうち雇用誘発人数※

・直接効果、1 次生産誘発効果及び 2次生産誘発効果によって期待できる就業誘発は、

合計で 182人と想定されます(令和 13年度までの 10年間)。 
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5.3 その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果の他、

以下の様々な地域波及効果が期待できます。 

 

表 5-3 期待される地域波及効果（定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

低炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気：10,961 MWh/年 

熱：48,089 GJ/年 

・バイオマスのエネルギー利用 

による経済価値 

(電力及びＡ重油換算) 

462,219千円/年 

(電気：345,256千円/年) 

(熱：116,963千円/年) 

・温室効果ガス(CO2)排出削減量 

(電力及びＡ重油換算) 

6,926t-CO2/年 

(電気：6,017t-CO2/年) 

(熱：909t-CO2/年) 

エネルギーの創出 

・地域エネルギー自給率 

＝バイオマスによるエネルギー供給

量／町内エネルギー消費量(平成

29年度) 

電気：2.0 % 

熱：2.5 % 

町内エネルギー消費量は、参考

資料 2より 1,925×106MJを用い

た。 

防災・減災の対策 ・災害時の電気供給量 電気：10,961 MWh/年 

 

また、下記に示すような定量指標例によっても、様々な地域波及効果を発揮することが

期待できます。 

 

表 5-4 期待される地域波及効果(定量指標例) 

期待される効果 定量指標例 

地域の活性化 

・酪農業の振興＝生乳生産量、乳牛の飼養頭数 

・余剰熱利用による産業創出＝施設園芸等施設数、雇用者数、売上高 

・農福連携による障害者への就労機会提供(引きこもり、生活困窮者等を含

む)＝利用者数、月額工賃 

流入人口増加による 

経済効果の創出 

・BGPへの視察者＝町外からの視察者数、宿泊者数 

・町内牧場への就農研修、実習＝参加人数 

環境教育、学校教育、人

材育成、地域コミュニ

ティの強化 

・小中学校の校外学習＝年間実施回数、参加人数 

・町民参加型の環境活動等の普及啓発＝バイオマス活用推進に関する広報、

アンケート、イベント(セミナー、シンポジウム等)の実施回数、参加人数 

地域環境の保全 
・臭気の改善＝家畜ふん尿の巡回指導の回数 

・耕作放棄地の発生防止＝経営耕地面積 
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5.4 BGP事業の効果と SDGs 

SDGsは 2030年までに達成すべき国際的な目標として国連で採択され、17の目標と 169

のターゲットから構成されています(図 5-1)。我が国も「持続可能で強靭、そして誰一人

取り残さない、経済、社会、環境の統合的な向上を目指す」として、国家的政策として対

策が講じられています。バイオマス産業都市構想を推進することで期待できる多様な効果

はいずれも、SDGsの達成目標 17のうち 13の目標に該当することから、BGP事業は、持続

的な地域づくりの効果的な方法として期待できます(表 5-5)。 

 

 

図 5-1 SDGs（持続可能な開発目標）17の達成目標 

出典：国連広報センター 

 

表 5-5 BGP事業と SDGsとの関連性について 

期待される効果 SDGsとの関連性 

地球温暖化防止、低炭素社会の構築 
   

エネルギーの創出 
   

防災・減災の対策 
  

地域の活性化 
  

流入人口増加による経済効果の創出 
  

環境教育、学校教育、人材育成、地域コミ

ュニティの強化    

地域環境の保全 
   

  



61 

 

6 実施体制 

6.1 構想の推進体制 

本構想が有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、例えば、原料の収集・

運搬、電気・熱の販売、バイオマス製品である消化液散布及び再生敷料の利用においては

酪農家や事業者等との協働・連携が不可欠です。また、大学や研究機関等との連携や国や

北海道による財政を含む支援も、プロジェクトを実現し継続するためには必要である等、

酪農家・事業者・町民・行政がお互いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が協働して

取り組む体制の構築が必要です。 

そのため本構想では、本町が主体となって設立予定の「浜中町バイオマス推進協議会」

で本プロジェクトを推進します。この協議会は本町、地元農業の中心機関である「浜中町

農業協同組合」及び「浜中酪農業協同組合」、森林の保全や林業に関わる事業を行う「釧路

東森林組合」、漁業者によって組織されている「浜中漁業協同組合」及び「散布漁業協同組

合」、霧多布湿原の保護・保全活動に取り組んでいる「認定特定非営利活動法人 霧多布湿

原ナショナルトラスト」、本事業へのバイオマス利活用の技術支援を行う「有識者」によっ

て構成されています。 

なお、本構想の進捗管理、情報発信及び各種調整等は本町が行います。 

 

 

図 6-1 構想の推進体制 

  



62 

 

6.2 検討状況 

本町では、浜中町バイオマス導入検討協議会(令和 3年度〜)を中心に、バイオマス事業

調査において、町内バイオマス資源の有効活用方法の検討、事業モデルの策定を行うとと

もに、バイオマス産業都市構想策定に向けた検討を行ってきました。これまで行ってきた

バイオマス利用に関わる取り組み、検討状況を表 6-1に示します。 

 

表 6-1 バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 

年 月日 プロセス 内 容 

平 
成 
12 
年 
度 

3月 浜中町地域新エネルギービジョン 

・町内の新エネルギーの特性を明らかに

し、それらを有効に活用していくための

指針とする。 

平 
成 
13 
年 
度 

3月 
浜中町地域新エネルギービジョン・浜

中町バイオガス施設事業化調査 

・本町において家畜ふん尿、生ごみ、水産

廃棄物等からバイオガスをエネルギー

として活用するため、共同型BGP導入の

技術的・経済的可能性を調査する。 

令
和
３
年
度 

8月18日 
浜中町バイオマス導入検討協議会 

の設置 

・町内バイオマス資源の有効活用の検討に

より、環境保全型農業の推進、農業生産

性の向上、水質汚染の未然防止を図り、

基幹産業の持続的発展を目指す。 

8月18日 

3月24日 

令和3年度 第1～2回 

浜中町バイオマス導入検討協議会 

・バイオマス利用状況及びBGP事業可能性

調査状況について協議 

・酪農家アンケート調査、事業モデル策定 

10〜11月 バイオガス事業に関する勉強会 
・町内の酪農家を対象とした勉強会の開催 

・BGP事業の概要について 

3月9日 浜中町ゼロカーボンシティ宣言 

・浜中町議会３月定例会において、町長が

町政執行方針の中で「ゼロカーボンシテ

ィ」を宣言 

令
和
４
年
度 

6月 9日 

8月 4日 

8月22日 

令和4年度第1〜3回 

バイオマス産業都市構想打合せ 

・構想の方向性に関して協議 

・バイオマスに関するデータ等について協

議 

・目指すべき将来像の内容に関して協議 

・事業化プロジェクトについての協議 
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7 フォローアップの方法 

7.1 取り組み工程 

本構想における事業化プロジェクトの取り組み工程を図 7-1に示します。 

本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取り組みによる効果等を確認・把握

し、必要に応じて変更や修正等、最適化を図ります。 

令和 4年度はバイオマス産業都市構想を策定し、北海道電力ネットワーク(株)へのノン

ファーム型接続の申し込みを行います。 

令和 5年度は BGP整備事業実施計画及び調査・基本設計の策定を行うとともに、北海道

電力ネットワーク(株)との間で接続契約を締結します。また、BGP 着工に向けて運営会社

を設立します。 

令和 6年度から BGP工事を着工するとともに、FIT制度を活用するため北海道経済産業

局へ事業計画認定の申請を行います。 

令和 9 年度からの本格稼働及び売電・消化液・再生敷料の販売開始を目指すとともに、

余剰熱の利用方法について調査を開始します。 

また、地域電力会社の設立に向けた検討を令和 10年度に開始します。 

原則として、5年後の令和 8年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行います。 

 

 

図 7-1 本構想の取り組み工程 

　　　　　　　　　　  　   年度
取組項目

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

バイオマス産業都市構想の策定

北電ネットワークへのノンファーム型接続申
込

BGP整備事業実施計画及び調査・基本設計の策
定

BGP運営会社の設立

北海道電力ネットワークとの接続契約締結

BGP工事着工

北海道経済産業局への事業計画認定申込

BGP立上運転

BGP本格稼働・売電開始

余剰熱利用方法の調査及び利用開始

地域電力会社の検討・設立
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7.2 進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標例を、プロジェクトごとに次表に示します。 

 

表 7-1 進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 

全 体 

＜バイオマスの利用状況＞ 

・バイオマスの利用量、利用率、目標達成率 

・エネルギー(電気・熱)の生産量、地域内利用量(地産地消率) 

・目標達成率が低い場合はその原因 

＜バイオマス活用施設整備＞ 

・計画、設計、地元説明、工事等が工程通りに進んでいるか 

・電力会社との系統連系の状況 

・遅れている場合はその原因や対策等 

＜地域電力会社＞ 

・町内の電気需要のマーケットシェア 

・雇用の確保状況 

１ 
第三地区集中型 BGP 

プロジェクト 

・プロジェクトへの参加酪農家数：33戸 

・家畜ふん尿利用量：91,373t/年 

・消化液、再生敷料利用率：100％ 

・発電量：7,359,003MWh/年 

2 
姉別地区集中型 BGP 

プロジェクト 

・プロジェクトへの参加酪農家数：17戸 

・家畜ふん尿利用量：42,938t/年 

・消化液、再生敷料利用率：100％ 

・発電量：3,601,498MWh/年 
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7.3 効果の検証 

7.3.1 取り組み効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの進捗管理および取り組み効

果の検証は、プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって 5年毎に実施します。 

具体的には、構想の策定から 5年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率及

び具体的な取り組み内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取り組

み内容を見直す「中間評価」を行います。 

また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取り

組み内容の進捗状況、本構想の取り組み効果の指標について把握し、事後評価時点の構想

の進捗状況や取り組みの効果を評価します。 

本構想の実効性は、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて継

続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていきます。

また、効果の検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行います。 

なお、中間評価並びに事後評価については、「浜中町バイオマス推進協議会」で共有し、

必要に応じて町内の既存 BGP施設の協力のもと実施します。これによりフォローアップが

事業の向上につながるような仕組みづくりを行います。 

 

 

図 7-2 PDCAサイクルによる進捗管理及び取り組み効果の検証  
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7.3.2 中間評価と事後評価 

(1) 中間評価 

計画期間の中間年となる令和 8年度に実施します。 

 

１)バイオマスの種類別利用状況 

「2.1 バイオマスの種類別賦存量と利用量」の表で整理したバイオマスの種類ごと

に、5年経過時点での賦存量、利用量、利用率を整理します。 

これらの数値は、BGP 施設における家畜ふん尿の受入量実績値、酪農家への聞き取

り調査、各種統計資料等を利用して算定します。 

なお、できる限り全ての数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法につ

いても継続的に検証し、より正確な数値の把握、検証に努めます。 

 

２)取り組みの進捗状況 

「7.1 取り組み工程」に基づいて、重点施策ごとに取り組みの進捗状況を確認しま

す。利用量が少ない、進捗が遅れている等の場合は、原因や課題を整理します。 

 

３)構想見直しの必要性 

進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づいて、必要に応じて目標や取り組み

内容を見直します。 

 

①課題への対応 

各取り組みにおける課題への対応方針を整理します。 

 

②構想見直しの必要性 

①の結果を基に、浜中町バイオマス産業都市構想や各施策(プロジェクト)の実行計

画の見直しの必要性について検討します。 

 

４)構想の実行 

目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取り組みを実施します。 
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(2) 事後評価 

計画期間が終了する令和 13年度を目途に、計画期間終了時点において(1)と同じ「バ

イオマスの種類別利用状況」「取り組みの進捗状況」に加えて、以下の項目等について実

施します。 

 

１)指標の設定と効果の測定 

バイオマスの利用量・利用率以外に、本町の取り組みの効果を評価・検証する指標

により効果を測定します。 

評価指標は「7.2進捗管理の指標例」の例を参考にして設定します。 

 

２)改善措置等の必要性の検討 

進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取り組みの進捗が

遅れている等の原因や課題について、改善措置等の必要性を検討・整理します。 

 

３)総合評価 

計画期間全体の達成状況について総合評価を行います。 

前項で検討・整理した改善措置等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間

終了後の目標達成の見通しについて検討・整理します。 

「浜中町バイオマス推進協議会」で上記内容を報告し、次期構想策定に向けた課題

整理や今後有効な取り組みについて助言を得て検討を行います。 
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8 他の地域計画との有機的連携 

本構想は、「第 6期浜中町まちづくり総合計画」を最上位計画として、「浜中町地域新エ

ネルギービジョン」、「浜中町バイオマス利用可能性調査」等の個別の計画や北海道におけ

る種々の計画等との連携・整合を図りながら、バイオマス産業都市構想の推進に取り組み、

目指すべき将来像である、「笑顔輝く共創のふるさとを 未来へ 自然とともに生きる 豊

かな大地と海のまち はまなか」の実現を目指します。 

このほか、必要に応じて、周辺自治体や北海道内外等を含む関係機関における構想・計

画・取り組み等とも連携を図りながら推進します。 

 

表 8-1 本構想と連携する地域計画一覧 

計画名 
期 間 

年 度 
概 要 

第６期 浜中町 

まちづくり 

総合計画 

令和 2〜

令和 11 

年度 

本計画は、目指すまちの将来像を「笑顔輝く共創のふ

るさとを 未来へ 自然とともに生きる 豊かな大地と海

のまち はまなか」と掲げ、地域と行政が一体となり、

かけがえのない自然環境を大切にし、地域特性を活かし

た産業振興を図りながら、郷土に対する愛着と誇りを醸

成し、町民一人ひとりの笑顔が輝くまちを目指すもので

す。 

 

浜中町地域新エネ

ルギービジョン 

平成 12

〜平成

13年度 

町内の新エネルギーの特性を明らかにし、それらを有

効に活用していくための指針としました。 

平成 13 年度では、家畜ふん尿、生ごみ、水産廃棄物

等からバイオガスをエネルギーとして活用するため、共

同型 BGP導入可能性について調査しました。 

 

浜中町バイオマス

利用可能性調査 

令和 3 

年度 

本事業では酪農家に対して現在の家畜ふん尿処理の

現状の把握と BGP事業への参画の意思確認を行い、原料

となるふん尿の確保について基礎調査を行いました。そ

の後、基礎調査に基づき、本町の現状に最適な処理方式

(運営形態、規模等)を検討し、そのイニシャルコスト、

ランニングコストの概算費用等についても調査するこ

とで、今後の施設導入のために必要な検討項目や課題に

ついて取りまとめました。 

 

 




